


そこまで誠意あるご対応をしていただければ、貴校設置に反対する住民は少なくなり、貴校と

当学区住民との「共存・共栄」が図って行けるものと強く考えます。

以上のことから、当自治連合会への挨拶等は、1月 12 日に電話にて 3月の定例会で考えていると

ご連絡させていただきましたが、裁判の動向、大津市との協議の動向、ならびに貴校の誠意ある

対応（住民不安解消のため、地質ボーリング調査を行ない地盤の安全性を確認する。地元住民が

理解・納得するまで説明会を実施していただく）を踏まえたうえで再度判断させていただきたいと

思います。

公の学校法人としての責任を果たしていただき、「共存・共栄」のため、どうぞご理解のほど、

よろしくお願い申し上げます。

以上、平成 25年 1月 19日開催の仰木の里学区自治連合会定例役員会（全 17自治会出席）にて協議

のうえ承認・決定しましたことをお伝えいたします。

敬 具


